
食品衛生法（抜粋） 

 

 
第一条 この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その

他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて

国民の健康の保護を図ることを目的とする。 

 

第六条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し（不特定又は多数の者に授与する

販売以外の場合を含む。以下同じ。）、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、

輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 

一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を

損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。 

二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあ

るもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める

場合においては、この限りでない。 

三 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあ

るもの。 

四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがある

もの。 

 

第十一条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴い

て、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の

方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格

を定めることができる。 

② 前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法によ

り食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基

準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規

格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存

し、若しくは販売してはならない。 

③ 農薬（農薬取締法（昭和二十三年法律第八十二号）第一条の二第一項に規定する農

薬をいう。次条において同じ。）、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭

和二十八年法律第三十五号）第二条第三項の規定に基づく農林水産省令で定める用途

に供することを目的として飼料（同条第二項に規定する飼料をいう。）に添加、混和、

浸潤その他の方法によつて用いられる物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品であつて動物のために

使用されることが目的とされているものの成分である物質（その物質が化学的に変化

して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものと

して厚生労働大臣が定める物質を除く。）が、人の健康を損なうおそれのない量とし

て厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて残留する食

品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保

存し、又は販売してはならない。ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度に

ついて第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りで

ない。 

 

第二十六条 都道府県知事は、次の各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装を発



見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、そ

の者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引き続き当該

各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するおそれがあり、食品衛生上

の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める要件及び手続

に従い、その者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、当該都道府

県知事又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。 

一 第六条第二号又は第三号に掲げる食品又は添加物 

二 第十一条第一項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物 

三 第十一条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使

用した食品 

四 第十一条第三項に規定する食品 

五 第十六条に規定する器具又は容器包装 

六 第十八条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装 

② 厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるとき

は、前項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第十条に規定する食

品を製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、添加物、器具又は

容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生

労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。 

③ 厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるとき

は、生産地の事情その他の事情からみて第一項各号に掲げる食品、添加物、器具若し

くは容器包装又は第十条に規定する食品に該当するおそれがあると認められる食品、

添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包

装について、厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずるこ

とができる。 

④ 前三項の命令を受けた者は、当該検査を受け、その結果についての通知を受けた後

でなければ、当該食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するため

に陳列し、又は営業上使用してはならない。 

⑤～⑦（略） 

 

第三十三条 厚生労働大臣は、第三十一条の規定により登録を申請した者（以下この項

において「登録申請者」という。）が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、

その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚

生労働省令で定める。 

一 別表の第一欄に掲げる製品検査の種類ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる機

械器具その他の設備を有し、かつ、製品検査は同表の第三欄に掲げる条件に適合す

る知識経験を有する者が実施し、その人数が同表の第四欄に掲げる数以上であるこ

と。 

二・三（略） 

②（略）第三十五条 登録検査機関は、製品検査を行うべきことを求められたときは、

正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製品検査を行わなければならない。 

② 登録検査機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める技術上の基準に適合する方

法により製品検査を行わなければならない。 

 

第五十四条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者が第六条、第九条、第十条、第

十一条第二項若しくは第三項、第十六条若しくは第十八条第二項の規定に違反した場

合又は第八条第一項若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合にお



いては、営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄

させ、又はその他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとる

ことを命ずることができる。 

② 内閣総理大臣又は都道府県知事は、営業者が第二十条の規定に違反した場合におい

ては、営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄さ

せ、又はその他営業者に対し虚偽の若しくは誇大な表示若しくは広告による食品衛生

上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。 

 

第五十五条 都道府県知事は、営業者が第六条、第九条、第十条、第十一条第二項若し

くは第三項、第十六条、第十八条第二項、第十九条第二項、第二十条、第二十五条第

一項、第二十六条第四項、第四十八条第一項若しくは第五十条第三項の規定に違反し

た場合、第七条第一項から第三項まで、第八条第一項若しくは第十七条第一項の規定

による禁止に違反した場合、第五十二条第二項第一号若しくは第三号に該当するに至

つた場合又は同条第三項の規定による条件に違反した場合においては、同条第一項の

許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止

することができる。 

② 厚生労働大臣は、営業者（食品、添加物、器具若しくは容器包装を輸入することを

営む人又は法人に限る。）が第六条、第九条第二項、第十条、第十一条第二項若しく

は第三項、第十六条、第十八条第二項、第二十六条第四項若しくは第五十条第三項の

規定に違反した場合又は第七条第一項から第三項まで、第八条第一項若しくは第十七

条第一項の規定による禁止に違反した場合においては、営業の全部若しくは一部を禁

止し、又は期間を定めて停止することができる。 

 

 

別表（第三十三条関係） 

理化学的検査 一 遠心分離機 

二 純水製造装置 

三 超低温槽 

四 ホモジナイザー 

五 ガスクロマトグラ

フ 

六 ガスクロマトグラ

フ質量分析計（食品

に残留する農薬取締

法第一条の二第一項

に規定する農薬の検

査を行う者に限る。）

七 原子吸光分光光度

次の各号のいずれかに該当するこ

と。 

一 学校教育法に基づく大学（短期

大学を除く。）、旧大学令に基づ

く大学又は旧専門学校令に基づ

く専門学校において医学、歯学、

薬学、獣医学、畜産学、水産学、

農芸化学若しくは応用化学の課

程又はこれらに相当する課程を

修めて卒業した後、一年以上理化

学的検査の業務に従事した経験

を有する者であること。 

二 学校教育法に基づく短期大学

四名 



計 

八 高速液体クロマト

グラフ 

又は高等専門学校において工業

化学の課程又はこれに相当する

課程を修めて卒業した後、三年以

上理化学的検査の業務に従事し

た経験を有する者であること。 

三 前二号に掲げる者と同等以上

の知識経験を有する者であるこ

と。 

細菌学的検査 （略） （略） （略） 

動物を用いる

検査 

（略） （略） （略） 

 


